
令和５年度 労働保険年度更新申告書の書き方（継続事業用） 訂正箇所 

 

 

1. 17 ページ 

・確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表 ④確定保険料額（その 2） 

（誤）「一円の端数が生じる場合」 → （正）「一円未満の端数が生じる場合」 

 

2. 18 ページ 

・申告書の記入にあたって 労災保険率(平成 30 年 4 月 1 日改定) 

（誤）「「特 1」」 → （正）「「特 01」」 

 

3. 28 ページ 

・記入例 5 ⑧保険料・一般拠出金算定基礎額（イ） 

（誤）「0」 → （正）「（記載なし）」 

・⑧保険料・一般拠出金算定基礎額及び⑩確定保険料・一般拠出金額（ロ）（ホ） 

（誤）「（記載なし）」 → （正）「0」 

 

4. 41 ページ 

・申告書 ⑨保険料・一般拠出金率及び⑬保険料率（イ）（ロ） 

（誤）「（記載なし）」 → （正）「3.00」 
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いる者については、備考欄に氏名、役
職、雇用保険の資格の有無を記入して
ください。

　パート、アルバイト等名称を問わず臨時
労働者であって雇用保険の被保険者とな
らない者の賃金額を記入してください。

⑴一元適用事業
　一元適用事業（申告書の上部中央にある【※
各種区分】欄の「保険関係等」が「111」又は
「311」と印字されているものが該当します。）
の場合は、令和４年度確定保険料は、労災保険
分と雇用保険分ごとに、保険料算定基礎額と保
険料額を前期と後期に分けて算出します。

保険の被保険者となる者や日雇労働者を
含む）の賃金額を記入してください。

雇用

　雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
　　　①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
　　　②31日以上の雇用見込みがある場合
　には原則として被保険者となります。

雇用関係があると認められる者に限
り、被保険者となります。（公共職業
安定所での審査が必要です）
　なお、実質的な役員報酬分は除きます。

　 常用労働者、パート、アルバイ
トで雇用保険の資格のある人

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表（賃金集計表）の書き方

がある

9

等

※賃金集計表は、今回お送りした封筒に同封しているほか、厚生労働省ホームページに掲載
しています。（下記URL又は「労働保険関係各種様式」で検索してください。）

令和 4 令和 5

令和4年度確定保険料算定内訳

③確定保険料額（その１）

　適用期間（前期・後期）に該当す
る保険料算定基礎額を集計表から転
記してください。
　千円未満の端数が生じる場合は、
その端数を切り捨ててください。

②保険料率
 【労災保険分】令和4年度労災保険率
（またはメリット料率）を（ハ）に記入し
てください。
 【雇用保険分】適用期間（前期・後期）
に該当する雇用保険率を（チ）、（リ）に
記入してください。

　①欄に②欄の率を乗じた額を記入し、
一円未満の端数が生じた場合であっても
その端数は切り捨てないでください。

④確定保険料額（その２）

 【労災保険分】③欄の（ニ）＋（ホ）に一円の
端数が生じる場合は、※の場合を除いて端数
を切り捨てた額を（ヲ）に記入してください。
　※①欄の（イ）と（ヘ）の額、（ロ）と（ト）の
額がそれぞれ同額であり、かつ、③欄の
（ニ）＋（ホ）と（ヌ）＋（ル）の各々の小数点
以下を足した結果、一円以上となる場合に
のみ、その端数を切り上げた額を（ヲ）に記
入してください。
 【雇用保険分】③欄の（ヌ）＋（ル）に一円
未満の端数が生じる場合は、その端数を切
り捨てた額を（ワ）に記入してください。

①保険料算定基礎額

　今回の様式では、賃金額を前期と後期に分けて集計できるよう、「前期計」欄及び「後期計」欄を
新規に設けています。　
　賃金集計表は、申告書作成の基礎となる表ですので、申告の後は事業場にて事業主控と併せて保管
してください。

賃金集計表に記入してください。

⑵二元適用事業（労災保険）
　二元適用事業（労災保険）が労
災保険分の保険料を申告する場合
に記入してください。（申告書の上
部中央にある【※各種区分】欄の
「保険関係等」が「711」と印字さ
れているものが該当します。）

⑶一般拠出金
　一元適用事業及び二元適用
事業（労災保険）が一般拠出
金を申告する場合に記入して
ください。
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令和 5

株式会社 ○○

6　 　14

卸売業・小売業

※口座振替を利用している事業はP.32もご覧ください。

9801

P.3016～17

4

5令和

98 9801
※一人親方等（第2種特別加入） 25

卸売業・小売業

令和5年度メリット制適用事業場には、ここに「メリット」と印字されています。

口座振替を利用されている場合、領収済通知書での納付はできません。

株式会社○○

株式会社 ○○ 

9801

32欄参照

32欄参照

693,029

32欄参照

0.02

3.00

18.50

15.50

50

「法人番号」欄が空欄の場合は記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※個人事業主の場合は、13桁すべてに「0」を記入してください。
※法人番号が誤っている場合は、訂正してください。

内訳、 金額の

2
2

P.7

30

54

7 月10日
10月 31日
1 月 31  日

59 9 5

0 4

0 5 1

106,392

442,931 444,0661,135336,539 106,392

336,539

336,539

336,539

336,539

㉛欄「法人番号」

一元適用事業の場合に賃金集計表の「令和４年度確定保険料算
定内訳の（１）」により算出した保険料算定基礎額及び保険料額を
各々転記します。（Ｐ１６、１７参照）

32欄「期間別確定保険料算定内訳」

のための「アクセスコード」について

18 19

10 申告書の記入にあたって

5令和

令和

⑫欄は、概算賃金総額を記入してください。令和5年4月1日～令和
6年3月31日の期間で労働者に支払われることが予定される賃
金総額の見込額（通勤手当・賞与を含む）

⑭欄は、概算保険料額（⑫保険料算定基礎額の見込額×⑬保険
料率）を記入してください。

※１円未満の端数は切り捨ててください。

　労災保険率、雇用保険率については記入例であり、実際の保険料の計算に
あたっては、申告書に印字されている保険料率を使用してください。
　なお、令和4年度は雇用保険率が年度途中で変更しているので、一元適用
事業の場合、確定保険料算定内訳の「⑨保険料・一般拠出金率」欄には、「32
欄参照」と印字し、「　期間別確定保険料算定内訳」欄に適用される雇用保
険率を印字するので、注意してください。

32

　【※各種区分】欄の「保険関係等」が、「111」又は「311」と印字されている
場合は一元適用事業に該当します。「711」と印字されている場合は二元適用
事業に該当します。

一元適用事業・二元適用事業の判別

　「⑧確定保険料・一般拠出金算定基礎額」、「⑩確定保険料・
一般拠出金額」
　一元適用事業の場合は、賃金集計表の「令和４年度確定保険
料算定内訳の（１）」により算出した保険料算定基礎額及び保険
料額を各々⑧欄、⑩欄に転記します。（Ｐ．１６、１７参照）
　「確定保険料・一般拠出金算定基礎額」が労災保険分と雇用
保険分とで同額であっても、労災保険分欄と雇用保険分欄は各々
転記してください。例年とは取扱いが異なりますので、詳細はＰ．２７
をご覧ください。
　二元適用事業（労災保険分）の場合は、「令和４年度確定保険
料算定内訳の（２）」により算出した保険料算定基礎額を⑧欄に転
記し、⑨欄の率と乗じた額を、⑩欄に記入してください。（Ｐ.１６、１７
参照）※1円未満の端数は切り捨ててください。

「令和４年度確定保険料算定内訳の（３）」により算出した一般拠
出金算定基礎額を⑧欄に転記し、⑨欄の率と乗じた額を、⑩欄に
記入してください。（Ｐ１６、１７参照） ※1円未満の端数は切り捨てて
ください。       

26,770

29,994

3.00

56,764

80,310.0

89,982.0

170,292.0

25,474

28,676

9.50

13.50

54,150

242,003.0

387,126.0

629,129.0

概算保険料総額（左の申告書の例では⑭（イ）欄）が、40万円以上
（労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は
20万円以上）の場合、3回に分けて納付（延納）することができます。
3回延納する場合には「3」、それ以外は「1」と記入してください。
※記入がない場合には、1回納付（延納しない）とみなします。
なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できませんの
で、第1期に納付してください。
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令和 5

記入例 5 　現在、労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込があり引き続き労働保
　　　　　険を継続する場合

0.02

32欄参照

32欄参照

32欄参照

18.50

15.50

3.00

9801 50

6 14

37,000

29,000

29,000 8,000 0 8,000

29,000

※労働保険を継続する場合、概算保険料0円での継続はできませんので、労働者を雇用する際の見込の賃金総
額から概算保険料を算定してください。
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株式会社 ○○
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3.00
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0
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13.50
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株式会社 ○○ 

　労災保険率、雇用保険率については記入例であり、実際の保険料の計算にあたっては、申告書に印字さ
れている保険料率を使用してください。
　なお、令和４年度は雇用保険率が年度途中で変更しているので、一元適用事業の場合は、確定保険料算定
内訳の「⑨保険料・一般拠出金率」欄の（イ）、（ロ）、（ホ）には、「32欄参照」と印字し、「　期間別確定
保険料算定内訳」欄に適用される労災保険率、雇用保険率を印字するので、注意してください。

32

29

令和 5

令和 5

株式会社 ○○

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足額を納
付してください。

※還付額が生じた場合は、「記入例３　充当後還付額が出る
場合」を参照してください。

記入例 6

令和 4

申
告
書
を

1,135

 1,135

労働局

6　 　14

㉔
欄
の

差 額

〔計算方法〕
差 額

き
ま
す

されて

32欄参照

32欄参照

32欄参照

18.50

15.50

3.00

0.02

1,200,000

○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労働者を雇用する見込みが
ある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもできます。
○令和5年4月1日以降に事業を廃止した場合には、もう1部申告書を提出する必要があるため、管轄の労働局、労働基準監督署へご連
絡ください。
○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合わせください。

1,200,000 799,421

400,579 399,4441,135
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25,474

28,676

9.50

13.50

54,150

242,003.0

387,126.0

629,129.0
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令和 5

雇用保険分及び
一般拠出金は
記入不要

25,000円
9,125,000円

8,760,000円

8,030,000円

24,000円

22,000円

107,673

3

　概算保険料の記載にあたっては、申告時にお
いて特別加入の承認を受けている者のみを記載
し、これから承認を受ける見込の者は記載しな
いこと。
　確定保険料、概算保険料の上段には特例計算
以外の者、下段には特例計算の者を記載するこ
と。

（注）

4,563

4,563 85,227 85,227

－

3

5 3

5

全員が脱退もしくは事業を廃止した場合には、P.29の記入例を参考としてください。

領収済通知書欄については、P.18、P.19を参照してください。

41

（28.  1）

3

40 41
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